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はじめに 

 
日本経済は景気回復の道を着実に歩んでいる。企業収益の拡大が雇用・賃金

の増加を通じて家計所得を潤し、個人消費に回復の兆しが見えるとともに、設

備投資の裾野も広がりつつある。 
今後起こり得る海外経済のネガティブショックの影響をミニマイズしつつ、

順調な景気拡大経路を歩み続けるためには、輸出に過度に依存せず、わが国 GDP
の 90％超を占める内需を中心に、経済成長の基盤を一層確かなものにしていく

必要がある。 
 
内需拡大に関しては、これまで公共投資や規制改革など政府がなすべき施策

を中心としたものをはじめ、多くの政策提言が出されてきた。日本経済の主た

る担い手であるわれわれ産業界が、競争力を高め、それを将来にわたって維持

していくには、プレーヤーである民間企業が持てる力を存分に発揮できる舞台

の実現、すなわち制度的な枠組みの再構築や真に欠かせないインフラ整備が前

提となることから、政府の果たすべき責務、担うべき役割が大きいことは論を

待たない。しかし、少子高齢化の進展と人口減少、グローバル化の一層の進展

やアジア経済の成長といった経済・社会の構造や環境に変化が生じるなか日本

経済のパフォーマンスを最大化するためには、これまで以上に民間企業が主体

となって、需要創造に取組む必要がある。 
本提言は、持続的に内需を拡大していくためには、民間企業の主体的な取組

みが最も重要という認識に立ち、われわれ企業・経営者自らが需要創出、内需

拡大の方途について考え、主張し、行動する上で求められる基本的な考え方を、

今日的視点から整理し、提唱するものである。 
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【１】今日的な需要創造経営の核心 
 
内需拡大に関しては、これまでも需要注入、生産性・効率性の向上、規制改

革など様々な対策が実施され、それぞれに効果を発揮しており、今後もこれら

が重要であることに変わりはない。ただ、現下の財政事情を勘案すると、需要

注入型の政策だけに頼るわけにはいかず、また、人口減少による消費需要の限

界、グローバル化の進展による需要の国内生産誘発効果の低下といった内外の

環境変化がもたらす制約条件も看過できない（→図１）。 
このような障害や制約を乗り越え、内需拡大をより効果的かつ持続的なもの

とするためには、従来の視点に加えて、国内に蓄えられた潜在力、成長力など

これまでわが国が築き上げてきた有形無形のエネルギーを、産業界が創意工夫

をこらしながら存分に活かすことが不可欠と考える。 
なお、わが国経済の成長・発展における製造業の貢献は極めて大であるが、

国内需要の喚起という目的により整合させるためには、雇用の多くを占めるサ

ービス産業の活性化が焦眉の急であることから、これを指摘する対象の中心に

位置付けた。また、雇用に関連して、社会問題となっているニート・フリータ

ーへの施策については、企業の役割はもとより、労働法制や社会政策の観点を

も含めた総合的な議論が欠かせないため、経済同友会では今後の重要課題のひ

とつと認識している。 
 
こうした議論を整理した結果、特に以下に示す３項目を、産業界として潜在

的なエネルギーを最大限に活用するための重要な観点として提案したい。 
 
 

図１     生産年齢人口の推移
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（１）女性と高齢者の就業支援を積極的に進める 
        －生活者・勤労者志向の改革による需要創出－ 

 
①女性と高齢者に配慮した柔軟な雇用制度の構築 
日本経済を概観すると、生活者・勤労者の立場に立った構造改革は進んでお

らず、働く意志も能力もある高齢者や女性に対して十分な就業機会を提供して

きたとは言えない。このことが、彼らの就労・婚姻・支出行動を慎重化ないし

消極化させてきた面があることは否めない。 
例えば、女性が出産や育児によりひとたび退職すると、生涯賃金や年金支給

面での逸失利益が大きい、あるいは夫の長時間労働がネックとなり育児に協力

を得られない、といった理由から、女性がなかなか結婚・出産に踏み切れない

という事情については、ほとんど改善を見ていない。 
また、90 年代に企業が人件費削減に注力していた時期に、主なターゲットと

なったのは中高年勤労者であり、その後遺症から高齢者の就業者数は落ち込ん

だままとなっている。しかし将来を展望すると、団塊世代の引退が眼前に迫り、

労働力が量的に逼迫してくることに加え、質的にも少子化によって企業が望む

資質を持った若年層が確保しづらくなっている。 
 
このように考えると、「女性は結婚・出産したら退職か休職」とか「○○歳に

なったら定年退職」という固定概念を打破し、働く意志と能力ある人材に対し

て、柔軟かつ多様性に富んだ雇用制度の構築を目指すべきである（→図２）。 
企業内託児所の設置、長期休暇制度や再雇用制度など、女性の出産や育児に

対するきめ細かい配慮や支援、あるいは高齢者のスキルを長期にわたって活用

する柔軟な処遇制度の確立を図るべきであり、このことは、企業にとっても有

能な人材を確保するために、有力な手段となろう。 
なお、高齢者や既婚あるいは育児中の女性の活用にあたっては、企業の求め

るスキルを備えていることが前提であるが、職業スキルの再教育や研修機会を

提供し、できるだけ早期にキャッチアップできる訓練を施す仕組みを整備する

など、企業もこれらを積極的に支援する必要がある。 
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    図２     女性の年齢階級別の労働力率
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②女性・高齢者の就業増加による需要創出 
こうして高齢者や女性の勤労意欲と能力をスムーズに生産活動へ結びつける

ことができれば、人口減少社会・少子高齢社会の下での労働力不足を緩和する

だけでなく、彼らの所得・消費マインドや購買力が高まり、消費需要も底上げ

されるだろう。高齢者については、意欲と能力に応じて働ける場を提供し、勤

労収入の稼得が可能となれば、「老後の不安」も相応に低下し、安心して消費支

出を増やすことにもなるだろう。 
また、高齢者（団塊世代の退職者を含む）や出産・育児適齢期（あるいは出

産・育児中）の女性を消費者として捉えるだけでなく、生産活動の従事者とし

て捉えれば、その生活を公私両面にわたって支えるという観点から、彼らの立

場に立った製品・サービスの開発が進み、新たな内需型産業の成長を促す契機

となるだろう。 
 

 
（２）アジア諸国との国際分業体制を一層高度化する 
       －アジア諸国との共存・棲み分けによる内需の限界突破－ 
 
内需拡大策を議論する際、ともすればその視野は国内事情に限定され、その

枠内での解決策を求めがちである。しかし、人口減少と少子高齢化が同時進行

し、労働力と国内貯蓄の減少に直面するであろう日本経済にとっては、内需拡

大を実現するための経済資源を国内だけに求めるには限界がある。アジア諸国
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の国際競争力の向上を脅威として捉えるのではなく、共存・棲み分けを行いつ

つ、彼らの豊富な労働力と資本を、内需拡大のための有力な資源として活用す

るという戦略的視点が重要である。 
すなわち、わが国が技術立国を志して絶えざるイノベーションを進め、製造

業をはじめとして産業構造の一層の高付加価値化を図り、国際分業体制を高度

化させていけば、国内の貴重な労働力をより付加価値の高い産業にシフトする

ことができる。これは事実上、労働力をアジアから輸入することに等しい。加

えて、アジア諸国にはない製品・サービスを現地の企業・家計に供給すること

は、成長著しいアジアの購買力を活用し、内需の限界を突破することにつなが

る（→図３）。 
また、今後経済成長により資本の蓄積が期待されるアジア諸国を含め、諸外

国からの投資促進を図り、先進国の中で特に低い対内直接投資の水準を引き上

げることは、高齢化に伴う貯蓄率の低下による国内貯蓄の減少を緩和すること

にもつながるため、経営者もその意義を認識すべきであろう。 
 
産業界がなすべき以上のような努力に加えて、その成果を促進する観点から、

政府においては、少なくとも以下の対応が必要である。 
1) 諸外国との間で自由貿易協定（ＦＴＡ）や経済連携協定（ＥＰＡ）の締結を

一層推進するとともに、対内直接投資の促進に向けた諸制度の整備を進める。 
2) 貿易や物流の要となる空港・港湾について、利便性やコスト競争力の強化を

図り、とりわけ観光、ビジネス交流にとって日本の玄関としての役割を果た

す国際空港の利便性を飛躍的に向上させる。 
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（３）企業自ら市場経済の信頼確保に積極的に取り組む 
        －「官から民へ」による市場経済のフィールド拡大－ 

 
昨今の企業の不祥事や事故、格差拡大への不安等は、ともすれば国民の間で

市場経済に対する警戒感や疑念を惹起させる恐れもなしとしない。しかし、「官

から民へ」の大きな流れを止め、市場経済の領域を狭めることは、経済運営の

非効率をさらに助長し、日本経済の市場機能低下をもたらすことにつながりか

ねない。経済の活性化、需要拡大のためには、民間企業によるイノベーション

の促進が不可欠であり、「小さく簡素で効率的な政府」「官から民へ」の取り組

みを一層推進して民間が参入できる領域を広げることにより、市場経済のフィ

ールドの拡大を図っていくべきである。 
「官から民へ」の流れが促進され、市場経済を基軸とする経済運営が確固た

るものとなれば、企業の新事業展開のフロンティアが広がり、投資需要を掘り

起こし、結果として内需拡大にもつながっていくだろう。 
その際、法制度の整備、事前規制から事後チェックの強化など、政府による

市場の健全性維持に向けた取り組みも重要であるが、まず、企業・経営者が、

市場ルールは自ら築き上げるもの、という意識を持つべきである。 
こうした観点に立てば、市場ルールを監視・監督する役割を安易に官に委ね

るのではなく、ある分野の市場機能の欠陥は別の市場機能でカバーするという

発想が生まれてくる。例えば、監査法人の監督・監視・格付等を民間企業が行

うなど、市場の公平性や透明性の維持・向上を担う新たな民間サービス業の台

頭と成長が求められよう。 
また、各企業においては、コンプライアンスの確立、Ｊ-SOX（日本版企業改

革法）への対応、CSR 経営の浸透、取締役会運営の工夫を通じたガバナンスの

強化に取り組むなど、経済活動の根幹である市場経済に対する信頼の維持・向

上に対して、市場経済におけるプレーヤーであり受益者たる企業自身が、積極

的に関与していくべきである。 
 
 
 
【２】内需拡大の源泉発掘に向けて－有望とみられる１０の事業分野－ 
 
以上述べたような内需拡大の基本的考え方に沿い、内需とりわけ消費拡大に

資すると考えられるのは、例えば次のような事業分野である。 
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① 高齢者、子育て女性支援サービス業 
高齢者や子育て中の女性を消費者として捉えるのではなく、生産活動に携わ

る生産者としてみた場合、彼らの生活を公私両面にわたってサポートする観点

からの製品・サービスの開発はいまだ不十分である。最寄駅における医療機能

付き託児所の設置、下ごしらえ済み野菜の宅配サービスなど、彼らのニーズに

きめ細かく応えることが、消費の拡大に貢献するだろう。 
 

② 健康増進産業 
健康増進は高齢化の進展に伴い、予防医療の観点からも大きなテーマである。

例えば、成人病・生活習慣病への予防に有効なスポーツ、健康関連産業、さら

には「食育」を推進し、健康に配慮した食を価値創造する食品産業、外食産業

等へのニーズも高まるであろう。 
 

③ 医療・介護サービス業 
高齢化が進む中で、医療・介護はもちろん、心のケアに至るまで、国民のヘ

ルスケアニーズが拡大し、多様化していくことは間違いない。今後、政府によ

るセーフティネット整備の観点に加え、消費者に適正価格で高水準のヘルスケ

アサービスを提供する医療・介護サービス業は「成長産業」としても捉えるこ

とができる（→図４）。 
さらに、アジアにおいて最高水準の医療拠点としての地位を確立すれば、わ

が国のアジアにおける存在感を大きく高めることにつながるとともに、アジア

地域全体に市場が広がっていく可能性がある。 
 
 

15

20

25

30

35

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

（兆円）
図４     国民医療費の推移
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④ 教育サービス産業 
高齢者が長い勤続年数を経る中で、あるいは女性が出産等で現場を一時的に

離れる場合に、スキルが劣化することは当然起こりうるため、職業スキルの再

教育・研修などの必要性は一層高まるだろう。 
このことからも、職業教育サービスに対する需要は構造的・継続的に発生す

ると見込まれ、教育メニューの拡充、大学・大学院との連携など、教育サービ

ス産業の成長ポテンシャルは大きい。 
 

⑤ 観光産業 
全国各地の観光資源の整備と発掘は、アジア諸国で急成長する購買力を取り

込む上でも、地域活性化につなげる上でも有効な手段である。外国人観光客の

ニーズを的確に把握し、わが国の魅力を積極的に打ち出していくとともに、地

域の観光資源を最大限に活用して訴求力を高め、リピーターを増やすことがで

きれば、観光産業の活性化が図られ、地域の消費拡大につながるだろう。 
また、観光産業は労働集約的であるとともに、柔軟かつ多様な雇用機会を提

供しやすい産業であり、高齢者や女性が参画しやすい分野としても有望であろ

う（→図５）。 
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⑥ 文化産業 
美術・音楽・演劇などの芸術文化を核に、関連する産業（放送、情報通信、

キャラクター商品等の製作・販売事業、広告業、食品等）の育成を図ることは、

地域文化の掘り起こしを通じて、地域の活性化とともに、地元の女性や高齢者

の雇用機会拡大にも寄与するだろう。 
観光産業とタイアップすれば、観光客誘致という形でアジアの購買力を活用

することも可能となり、文化交流や草の根外交の拡大にも寄与しよう。 
 

⑦ 農業 
民間企業の参入を促進し、民間の経営センスを導入することにより、日本各

地の食文化に根ざした商品を海外に普及させることが可能になるほか、有機・

無農薬栽培などの高品質農産物や高級農産物も、国内のみならずアジア諸国の

高所得層への売り込みが一層期待できよう。また、工場化、機械化の進展次第

では、団塊世代の雇用の受け皿としても有望であろう。 
 

⑧ 金融サービス業 
女性や高齢者を含む利用者のニーズにマッチした新しい商品・サービスの開

発に意欲的に取り組むなど、市場経済の進展と社会の潮流の変化にあわせて、

業務内容を進化させていく必要がある。 
また、東京金融市場の利便性を一層高め、その国際的な競争力と地位向上を

図り、海外の資本を持続的に呼び込む努力を官民一体となって進めていく必要

がある。さらに、金融技術を活用して、リスクを分散しつつ引き受ける多様な

仕組みを整備することは、新規事業の創出、地球環境問題への対応など、従来

困難と見られていた諸課題を打開し、経済活力を引き出す重要な機能を提供す

ることになる。 
このように、金融サービス業は内需拡大を支える重要なインフラを提供する

とともに、付加価値の創造と雇用の増大等を通じて、自ら内需拡大の一端を担

うものである。 
 

⑨ 住宅産業 
安全性や快適さを含め、住宅の質的向上に対する国民のニーズは急速に高ま

っている。また、団塊世代の高齢化に伴い、バリアフリー住宅への増改築、引

越し等のニーズが高まると予想されるとともに、30 歳代前半に差し掛かった団

塊ジュニア世代は、本格的な住宅取得年齢に達しつつある（→図６）。 
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このように、住宅に対するニーズは拡大かつ多様化すると見込まれることに

加え、住宅産業は中古流通市場を含めて、家具、家電、引越し、リフォーム等

関連産業への波及効果が大きいことから、内需拡大にとって有望な分野である。 
 
 図６    30～39歳人口の推移
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（資料） 総務省「人口推計」

          国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

（注）06年以降は予測値

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

⑩ 自治体間における行政サービス競争 

  地域活性化のためには、魅力ある地域の形成が不可欠であり、その魅力のひ

とつに行政サービスに対する住民満足度がある。各自治体が行政サービス競争

を本格的に行えば、効率が良く優れた自治体に住民が集まり、企業が集まるこ

とで、地域活性化につながる。 
  そのためには、行政サービスに対する評価とインセンティブが重要となり、

公務員制度改革に期待するところ大である。 
 

 

【おわりに】 

 
1985 年のプラザ合意以降、貿易黒字の是正からわが国に内需振興が求められ

て 20 余年の歳月が経過した。この間、わが国はバブル経済を経験した後、その

崩壊による疲弊から立ち直るために多大な労苦と時間を費やしてきたが、民間

主導の構造改革の実現により、これらを力強く乗り越えて、近年、日本経済は

その歩みを着実なものとしつつある。 
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この先、日本経済を展望したときに、急激なスピードで進展する少子・高齢

化は、成長の大きな制約要因となることが懸念されている。しかしながら、金

融、人的資本をはじめ蓄積されたエネルギーを最大限に活かして、有効な分野

に集中することで内需を拡大し、社会・経済の活力を持続させていくことは十

分に可能である。日本を新たな躍動の時代へと導くために、われわれ経営者が

果たすべき役割は大きい。 
 

以 上 
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